（社）福岡県建築士会・ＣＰＤ単位認定基準　

□この基準は、士会連合会の推奨ＣＰＤ単位認定ガイドラインを元に、(社)福岡県建築士会が独自に定めるＣＰＤ単位の認定基準である。

□１年間で50単位程度の取得をしていただくことを基本として、単位認定基準を定める。

□年間50単位の内訳は、Ａ：実務実績により14～28単位、そしてＢ：研修により36～22単位とし、このＡ．Ｂ．の合計を50単位程度とする。

□単位の認定申告は、すべて自己申告である。もし虚偽の申告が判明した場合は、ＣＰＤ単位認定申告者のその年度の取得単位を零点と評定する。

Ａ．実務実績の単位認定（実務実績申告シート提出後、バーコードシールを発行）

　1.職域での地位の定義

　　ａ．「主宰者」：設計事務所の長、建設会社の長、官公庁の課長職以上の会員を指す。

　　ｂ．「責任者」：設計事務所の副所長・管理建築士、建設会社役員及び現場所長・施工管理技術者、官公庁の係長以上の会員を指す。

　　ｃ．「担当者」：上記責任者の下で、建築事業の推進、遂行に努める会員を指す。

　2.認定単位

　　・実務実績による取得単位は14単位～28単位を基本とする。

　　・「主宰者」：24単位を自動的に認定する。主宰者会員は建築事業責任者であり、年間の実務実績、件数も多岐にわたり、相当数になると考えられることから、24単位を自動的に認定する。ただし、この申告者は「年間事業概要統計資料」を提出すること。実務実績上限を28単位とする。

　　・「責任者」：（実働日数／10）×1単位。ただし20単位を上限とする。及び自薦のプロジェクト件数×4単位の合計とする。実務実績上限を28単位とする。

　　　　　　　　（時間軸での評価と物件数との合計で単位認定を行う）

　　・「担当者」：（実働日数／10）×1単位。ただし20単位を上限とする。及び自薦のプロジョクト件数×2単位の合計とする。実務実績上限を28単位とする。

　　　　　　　（時間軸での評価と物件数との合計で単位認定を行う。実働日数とプロジェクト数とは連携関係にある。よって、実務実績評価は、片方の評価だけでなく、実働日数による単位と自薦プロジェクト数による単位を同時に評価し、その合計を最大28単位とする。ただし、実働日数とプロジェクト数の申告内容は上司の承認済であることを要す。）

　　・上記以外の実務による単位認定は別表1による。

Ｂ．研修の単位認定（研修活動ごとに、バーコードシールを発行）

・研修による取得単位は36単位～22単位を基本とする。

　1.活動型研修

　　1-1社会貢献活動型：住宅相談・まちづくり活動・応急危険度判定・住教育支援など

　　　　　　　　　　　　活動時間×2単位、半日の場合6単位、一日の場合12単位

　　1-2情報提供型　　：講習会講師・各種講演・論文発表等

　　　　　　　　　　　　講習、発表、講演の時間×3単位

　　1-3委員会活動型　：各種士会委員会活動（他の建築団体も含む）・士会全国大会・

　　　　　　　　　　　　本会、支部の総会等。1-3での単位取得は最大10単位とする。

　　　　　　　　　　　　委員会活動時間×1単位。総会2単位／回。全国大会4単位／回

　2.参加型研修

　　2-1特別認定研修　：士会、事務所協会の従来からの大臣または知事指定講習会・士会

　　　　　　　　　　　　主催の法令等の講習会・自治体主催の講習会・他団体主催講習

　　　　　　　　　　　　会で、プログラム評議会が認定したもの

　　　　　　　　　　　　受講時間×2単位。　最大12単位／日とする。

　　2-2認定研修　　　：特別認定研修以外の研修。支部単位主催の各種勉強会、研修会・

　　　　　　　　　　　　企業、メーカー等の主催による勉強会等でプログラム評議会が

　　　　　　　　　　　　認定したもの

　　　　　　　　　　　　受講時間×1単位。　最大6単位／日とする。

　　2-3講演会、見学会：上記以外の研修会（社内研修等）、講演会、シンポジューム、セ

　　　　　　　　　　　　ミナー、見学会。2時間未満2単位。半日3単位。一日6単位。

　　　　　　　　　　　　ただし、展示会は一律1単位。視察旅行は一律1日2単位。

　　　　　　　　　　　　

　3.自習型研修

　　・自習型による取得単位の上限を20単位とする。

　　3-1認定雑誌記事による研修：

　　　　　　　　　　　　雑誌の特集記事や連載記事等で、建築士のＣＰＤにふさわしい

　　　　　　　　　　　　ものを自習プログラムとして認定する。（士会の会誌・日経アー

　　　　　　　　　　　　キテクチャアー・日経ホームビルダー・建築知識・建築技術等）

　　　　　　　　　　　　士会の会誌連載講座は1回当たり1単位。１０ページ当たり1

　　　　　　　　　　　　単位を原則とし、記事等に表示した単位とする。

　　3-2認定通信教育による研修：

　　　　　　　　　　　　今後は、団体、私企業の行う通信教育を対象として、建築士の

　　　　　　　　　　　　ＣＰＤにふさわしいものを自習プログラムとして認定する予定。

　　3-3その他の自習方法による研修：

　　　　　　　　　　　　未認定の雑誌、単行本についても今後は個別に認定を行う予定

　　　　　　　　　　　　であるが、当面は対応しない。

□　「（社）福岡県建築士会・ＣＰＤ単位認定基準」の制定：平成15年12月1日とする

■　50単位取得の事例　■

（例1）建設会社現場担当者　　下記で50単位取得

　　Ａ．実務：実働日数で20単位、現場2件で4単位　　計24単位

　　Ｂ．研修：士会等の講習会を2回受講し12単位、展示会に2回行って2単位、雑誌の

講座で10単位、社内研修会等で2単位、計26単位　　Ａ．Ｂ．合計50単位

（例2）設計事務所所員　　　　下記で50単位取得

　　Ａ．実務：実働日数で20単位、現場2件で4単位　　計24単位

　　Ｂ．研修：士会等の講習会を1回受講し6単位、雑誌の講座で12単位、メーカー主宰

勉強会に1回参加して2単位、展示会に2回行って2単位、士会の総会に

出席して2単位、社内研修会1回参加で2単位、計26単位　合計50単位
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